
「相続セミナー 税金編」      

・日時：平成 29 年 8月 23 日(水) 15：30～17：00  

・会場：パートナーズ PLAZA   ・会費：無料     

・講師：野澤 和也 （税理士、パートナーズプロジェクト税理士法人） 

                          家族を守るために、今すべき事とは・・・。 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685  担当 金子、岸 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ http://www.3d-m.jp/n_contents/stopform.html からお願いします。

 

・・・文章中のこのマーク   をダブルクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 

＜税 務＞  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 ワンポイント 通信 
第３７０号 ２０１７年８月１５日発行

E-mail pro@3d-m.jp  Web http://www.3d-m.jp/ 

TEL 0258-36-2685    FAX 0258-35-2820 

 

災害を受けたときは 

所得税の控除が 

受けられる！ 

http://www.3d-m.jp/n_contents/kome.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/onepoint_2017.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/q-a.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/fmonepoint.html
災害で資産に損害を受けたときの雑損控除とは？雑損控除は、災害により、資産に損害を受けた場合に、所得控除を受けることができます。震災、風水害など自然現象の異変による災害の他、盗難や横領による損害も対象となります。実際の控除計算方法や、詳しい内容などはスタッフまでお問い合わせください。

対象資産とは？１．資産の所有者が納税者であること２．納税者と同一生計の控除対象配偶者・扶養親族の者（所得金額等が38万円以下）３．生活に通常必要な住宅や家財・衣類・現金などのほか、災害等に関連するやむを得ない支出

雑損控除を受けるための手続に必要なものは？確定申告を行う必要があるほか、必要書類を添付する必要があります。１．災害等に関連したやむを得ない支出の領収書や証明書２．給与所得のある方は、源泉徴収票(原本)など所得に関する資料




